
文 京 区 ま ち づ く り 推 進 要 綱                  

 

                                            昭和 63 年 7 月 30 日 63 文ま副１発第 558 号 決定 

                                            平成 3 年 4 月 12 日 3 文まま１発第 36 号 改正 

                                            平成 10 年 10 月 15 日 10 文都計発第 270 号 改正 

                                            平成 12 年 7 月 3 日 12 文都計発第 58 号 改正 

                                           平成 16 年 6 月 2 日 16 文都計第 153 号 改正 

令和 6 年 10 月１日 2024 文都地第 305 号 改正 

 
 （目的） 
第１条 この要綱は、文京区都市マスタープランを踏まえ、整備又は保全の必要性のある区

域（以下「まちづくり推進対象区域」という。）について、区民等とともに安全で快適なま

ちづくりを推進することを目的とする。 

 
 （定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
(1) 区民等 文京区に居住する者又は文京区の区域内の土地若しくは建物に関する所有権、

借地権（借地借家法（平成３年法律第９０号）第２条第１号に規定する借地権をいう。）

若しくは借家権（建物の賃借権をいう。）を有する者をいう。 
(2) 団体 まちづくりに係る活動（以下「まちづくり活動」という。）を行う区民等の組識

をいう。 
(3) まちづくりコンサルタント 文京区まちづくりコンサルタント派遣要綱（３文まま１

発第３８号。以下「派遣要綱」という。）第４条第 1 項の規定により区に登録された者を

いう。 

 
 （まちづくり推進対象区域）  
第３条 まちづくり推進対象区域とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1)  文京区都市マスタープランにおいて、都市拠点に位置付けられた区域 
(2) 良好な住環境の保全、魅力ある景観づくり、地域への貢献に資する一体的な整備等を

図る必要があると認められた区域 
(3) 別表に掲げるまちづくり事業を推進する必要があると認められた区域 

 
 （まちづくりコンサルタントの派遣） 
第４条 区長は、前条に規定するまちづくり推進対象区域において、区民等又は団体に対し

まちづくりに関する啓発、指導又は助言を行うため、まちづくりコンサルタントを派遣す

ることができる。 



２ 前項に規定するもののほか、まちづくりコンサルタント及び派遣に関しては、派遣要綱

に定めるところによる。 

 
（まちづくり協議会） 

第５条 区長は、第 3 条に規定するまちづくり推進対象区域において面的な整備又は保全の

ためのまちづくり活動を行う団体が、次の各号に掲げる要件を満たすときは、まちづくり

協議会として認定することができる。 

(1) 区民等によって構成されていること。 
(2) 区民等に参加の機会が保障されていること。 
(3) 当該団体が継続して 6 月以上まちづくり活動を行っていること。 

(4) 当該団体が、まちづくり活動の目的を達するために必要な区域において、まちづくり

活動を行うものであること。 

(5) 当該団体の主たる活動が、活動を行う区域内の区民等の多数の支持を受けていること。 
(6) 当該団体が会則、規則等を定めていること。 

２ 区長は、まちづくり協議会の認定をしたときは、予算の範囲内において、当該団体に対

して助成金を交付することができる。 
３ 前項に規定するもののほか、まちづくり協議会に係る助成金に関しては、文京区まちづ

くり協議会助成金交付要綱（６３文ま副１発第６１６号）に定めるところによる。 

 

 
     付 則 
  この要綱は昭和６３年８月１日から施行する。 

     付 則 
  この要綱は平成３年４月１２日から施行する。 

     付 則 
  この要綱は平成１０年１０月１５日から施行する。 

     付 則 
  この要綱は平成１２年７月３日から施行する。 
     付 則 

  この要綱は平成１６年６月２日から施行する。 
付 則 

  この要綱は令和６年１０月１日から施行する。 

 
 



別表（第３条関係） 
１  市街地再開発事業 

２  不燃化推進特定整備地区事業（不燃化特区事業） 

 


